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平成２０年度１２月補正予算案主要事項説明

健康福祉部

生活者こころの健康相談窓口緊急設置事業費事 業 名

１，０００千円 新 規予 算 額 新規・継続の別

１ 趣 旨

経済状況の悪化等から、悩みや心身の不調のある方を対象に

こころのサポート体制を充実

２ 事業内容

京都府精神保健福祉総合センターに精神保健福祉士等の専門相事業内容

談員を新たに配置

◆ 電話相談 週４回 9時～16時

※ 平成20年12月18日～平成21年1月16日（土日祝日及び12/27～1/4を除

目 的 く）は受付を19時まで延長

◆ 面接相談 週１回 13時～16時対 象

方 法 等

３ 対 象

次のような状況の方で、悩みや心身の不調のある方

・経済状況の悪化のため、毎日の生活に苦しんでおられる方

・資金繰りに苦しむ事業者の方

・社会経済情勢の変化のために苦しい状況に置かれている

非正規労働者

など

075-414-4732担当課・係名 障害者支援課 認定・精神担当 課･係 電話番号
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